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特
定
不
妊
治
療
費
助
成

の
申
請
期
限

　

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
31

日
ま
で
に
治
療
が
終
了
し
た
特
定
不
妊
治
療
の

申
請
期
限
は
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

治
療
終
了
日
の
関
係
で
、
期
限
ま
で
の
申
請

が
難
し
い
場
合
は
、
令
和
５
年
３
月
24
日
（
金
）

ま
で
に
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
保
健

福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

留
意
点

● 

申
請
に
つ
い
て

　

 

ま
ず
初
め
に
丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
次

に
保
健
福
祉
課
の
順
番
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
（
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
特
定
不
妊
治
療

の
一
部
が
保
険
適
用
と
な
り
、
県
及
び
町
で
は
、

保
険
適
用
及
び
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
。）

●  

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
取
得
に
つ
い
て

　

 

保
険
適
用
と
な
る
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
ら

れ
る
予
定
の
方
は
、
円
滑
な
申
請
手
続
き
の

た
め
に
、
事
前
に
ご
加
入
の
健
康
保
険
者
か

ら
、
高
額
療
養
費
の
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
て
か
ら
、
受
診
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
、
県
及
び
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

丹
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

（
武
生
福
祉
保
健
部
）
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令和５年２月３日（金）  ’22 町民スポーツ祭冬季大会　開催中止

　開催に向けて様々な検討を重ねて参りましたが、今庄 365 スキー場が災害により利用できず、同スキー場以

外の開催地では、選手や資機材の運搬に多大な労力と負担が生じることと、新型コロナウイルス感染症が完全

に収束していない状況を鑑み、参加選手やスタッフの皆様の安全を第一に考慮し、開催中止が決定されました。

　町民の皆様及び参加を予定していた選手、スタッフの皆様におかれましては、大変恐縮ではございます

がご理解くださいますようお願いいたします。 ■問合せ　教育委員会事務局　☎ 0778－47－8005

「
介
護
予
防
・
日
常
生
活

圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
お
よ
び

も
の
忘
れ
検
診
」
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す

【
調
査
の
目
的
】

　

要
介
護
状
態
に
な
る
前
の
高
齢
者
の
状

況
や
ニ
ー
ズ
、
お
よ
び
認
知
機
能
低
下
者

を
早
期
に
把
握
し
、
適
切
に
支
援
す
る
こ

と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。
調
査
結
果
に

つ
い
て
は
、
令
和
５
年
度
に
策
定
す
る
「
高

齢
者
計
画
及
び
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計

画
」
に
反
映
し
ま
す
。

【
調
査
対
象
者
】

　

町
内
在
住
の
65
歳
以
上
（
令
和
４
年
12
月

末
日
時
点
）
で
、
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
な
い
方
が
対
象
で
す
。（
た
だ

し
、
要
支
援
認
定
者
は
対
象
者
に
含
み
ま
す
）

【
回
答
期
限
】

　

令
和
５
年
１
月
23
日
（
月
）

【
調
査
方
法
】

　

郵
送
に
よ
る
発
送
・
回
収

【
そ
の
他
】

　

ご
回
答
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
現
在
の

お
身
体
の
状
況
や
も
の
忘
れ
検
診
の
結
果

を
個
別
に
送
付
い
た
し
ま
す
。

■
問
合
せ
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無
料 相 談

相談名 日時等 場　所 申込み・問合せ

結婚相談

1 月 8 日（日）、18 日（水）

13：00 ～ 15：00
南条保健福祉センター

当日の相談電話

☎ 0778－47－3767

1 月 8 日（日）、19 日（木）

13：00 ～ 15：00
今庄住民センター

当日の相談電話

☎ 0778－45－1111

1 月 5 日（木）、19 日（木）

13：00 ～ 15：00
河野住民センター

当日の相談電話

☎ 0778－48－2111

行政相談
1 月 21 日（土）9：00 ～ 11：00

相談委員  井上　英之 さん（金粕）
南条保健福祉センター

観光まちづくり課

☎ 0778－47－8013

法律相談

（事前要予約）

1 月 11 日（水）13：00 ～ 16：00

相談員  藤井　紘士 弁護士
南条保健福祉センター

社会福祉協議会南条本所

☎ 0778－47－3767

〈福井県特定最低賃金改正のお知らせ〉

繊維機械、金属加工機械製造業の最低賃金が令和４年 12 月 24 日から 915 円に改正されました。

■問合せ　福井労働局労働基準部　賃金室　℡ 0776－22－2691


